
令和６年度保育所、幼稚園、認定こども園利用者負担額表 

    

 

 １号認定子ども（幼稚園、認定こども園の教育利用） 

１号認定子どもの保護者が属する世帯の階層区分 
利用者負担額 

（月額） 
階層

区分 
定義 

第１ 
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護

世帯（単給世帯を含む。） 
０円 

第２ 
第１階層及び第３階層から第５階層を除き、市町村民税

非課税世帯（市町村民税所得割非課税世帯を含む。） 
０円 

第３ 

市町 村民税課 税

世帯（第２階層に

該当 するもの を

除く。）であって、

その 市民税所 得

割額 の区分が 次

の区 分に該当 す

る世帯 

７７，１００円

以下 

ひとり親世帯等 

０円 

ひとり親世帯等以

外の世帯 ０円 

第４ ２１１，２００円以下 ０円 

第５ ２１１，２０１円以上 ０円 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ２号、３号認定子ども（保育所、認定こども園の保育利用） 

 ２号認定子ども又は３号認定子ども

の保護者が属する世帯の階層区分 

利用者負担額（月額） 

（上段は保育標準時間認定を受けた場合、下

段は、保育短時間認定を受けた場合） 

階層

区分 
定義 ３歳以上児 ３歳未満児 

第１ 

生活保護法（昭和２５年法律第１

４４号）による被保護世帯（単給

世帯を含む。） 
０円 

０円 

０円 

第２ 

第１階層

を除き、市

町村民税

非課税世

帯 

ひとり親世帯等 
０円 

０円 

０円 

ひとり親世帯等以外の

世帯 
０円 

０円 

０円 

第３ 

市 町 村 民

税 課 税 世

帯 （ 第 ２

階 層 に 該

当 す る も

の を 除 く

。）であっ

て 、 そ の

市 町 村 民

税所得割 

額 の 区 分

が 次 の 区

分 に 該 当

する世帯 

４８，６

０ ０ 円

未満 

ひとり親世

帯等 ０円 
７，２００円 

７，２００円 

ひとり親世

帯等以外の

世帯 
０円 

１５，６００円 

１５，４４０円 

第 ４

－１ 

５７，７

０ ０ 円

未満 

ひとり親世

帯等に限り

77,101 円

未満とする 

０円 
７，２００円 

７，２００円 

ひとり親世

帯等以外の

世帯 
０円 

２４，０００円 

２３，６８０円 

第 ４

－２ 
９７，０００円未満 ０円 

２４，０００円 

２３，６８０円 

第５ １６９，０００円未満 ０円 
３５，６００円 

３５，１２０円 

第６ ３０１，０００円未満 ０円 
４８，８００円 

４８，０８０円 

第７ ３９７，０００円未満 ０円 
６４，０００円 

６３，０４０円 

第８ ３９７，０００円以上 ０円 
７３，５６０円 

７０，９２０円 

 

 



備考 

１ ３号認定子どもの年齢については、特定教育・保育施設等において教育又は保育の提供が

行われた日の属する年度の初日の前日を基準日とし、その年齢は、当該年度中に限り変更しな

いものとする。また、満３歳に達した日の属する年度中の２号認定子どもについては、本表の

３歳未満児として取り扱うものとする。 

２ 「ひとり親世帯等」とは、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する世帯をいう。 

⑴ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１７条に規定する配偶者

のない者で現に特定教育施設等を利用する３号認定子どもの保護者の世帯 

⑵ 次のいずれかに該当する児（者）を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障害者手帳の交付

を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定める療育手帳の交

付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に定め

る精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特別児童

扶養手当の支給対象児又は国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害

基礎年金等の受給者 

⑶ 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた

世帯 

３ 市町村民税所得割額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に

規定する所得割額をいう。）を計算する場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８、第

３１４条の９、同法附則第５条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の２第６項、第５条の

５第２項及び第４５条の規定は適用しない。この場合において、保護者又は保護者と同一の世

帯に属する者が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の

区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなし

て、所得割の額を算定するものとする。 

４ 階層区分の基礎となる市町村民税については、当該年度の８月分の利用者負担額までは当

該年度の前年度分の課税額を、９月以降の分については、当該年度分の課税額をもって利用者

負担額を決定することとする。 

５ 地方税法第３２３条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を控除して得

た額をもって階層区分を決定することとする。 

６ 二本松市寡婦（夫）控除みなし適用に関する実施要綱（平成２８年二本松市告示第９１号）

第６条に規定するみなし適用の認定を受けた場合には、地方税法第３１４条の２第１項第８号

及び第３項に規定する額の所得控除が適用されたとみなして得られた市町村民税所得割額を

もって階層区分を決定する。 



７ 教育・保育給付認定保護者が里親である場合における当該里親に係る利用者負担額は、別

表の階層区分の第１に掲げる額とする。 

８ 別表における第２子以降の第３号認定子どもの利用者負担額は、次のとおりとする。 

⑴ 第１階層から第４－１階層の区分に属する場合は、特定被監護者等のうち、最年長者を第

１子としたときの年長順に数えて第２子については、この表に掲げる額の２分の１に相当する

額とし、第３子以降については、無料とする。ただし、第２階層、第３階層及び第４－１階層

のひとり親世帯等の区分に属する場合は、第２子以降の３号認定子どもについて、無料とする。 

⑵ 第４－２階層から第８階層の区分に属する場合は、小学校就学前の特定被監護者等が保育

所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発

達支援及び医療型児童発達支援を２人以上利用している場合の利用者負担額は、当該小学校就

学前子どものうち年齢が高い順から数えて第２子については、この表に掲げる額の２分の１に

相当する額とし、年齢が高い順から数えて第３子以降については、無料とする。 

９ 別表において、次に掲げる要件を全て満たす小学校就学前子どもの場合には、次表の第１

欄の階層区分ごとに第２欄により計算して得た額をその小学校就学前子どもの利用者負担額

とする。 

⑴ 特定教育施設等の利用を開始した日の属する月の初日（当該年度の４月１日の前日以前に

利用を開始した小学校就学前子どもにあっては当該年度の４月１日）を基準日として、小学校

就学前子どもの保護者が現に養育している児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第３条第１

項に規定する児童が３人以上いる世帯の小学校就学前子どもであること。 

⑵ ⑴の小学校就学前子どものうち、年長者を第１子として、年長順に数えて第３子以降の小

学校就学前子どもであること。 

⑶ ⑴に定める基準日における年齢が満３歳未満であること。 

第１欄 第２欄 

ア 第４－２階層（ウに該当するものを除
く。） 

別表に定める額×０.５ 

イ 第５階層から第８階層まで（エに該当す
るものを除く。） 

別表に定める額－（別表に定める額に０.２５
を乗じた額と小学校就学前子どもの属する
世帯の階層区分を第４－２階層とした場合
の別表に定める額に０.５を乗じた額とを比
較して高いほうの額） 

ウ 備考８⑵に該当する小学校就学前子ど
もが属する世帯のうち第４－２階層に属
する世帯 

備考８⑵の規定による利用者負担額×０.５ 

エ 備考８⑵に該当する小学校就学 
 前子どもが属する世帯のうち第５階層か

ら第８階層まで 

備考８⑵の規定による利用者負担額×０.７
５ 

 


